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電話番号 074-57-1511（代）
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特徴・魅力はここ！

職員数

採用年度 平成３０年度

安堵町の
職員になった理由

奈良県内で生まれ育ち、大学卒業後と同時に安堵町に入庁し
ました。学生時代に人のために役立つことはないかと思って
いたところ安堵町の採用試験があり、志望したところ採用さ
れるに至りました。事業課に配属され、諸先輩方の土木に係
る積算などを手伝う内に日に日にインフラ整備など公共工事
の重要性を認識するうようになり、当初は事務職員で採用さ
れましたが、猛勉強を重ね土木技師の資格を取得し、現在は
土木技師として勤務しています。

１日のスケジュール
(例）

　８：３０　　　　　　　出勤
　８：３０～１０：００　事務作業
１０：００～１２：００　施工現場確認
１２：００～１３：００　昼食
１３：００～１４：００　事務作業
１４：００～１６：００　他行政機関や業者との打合せ
１６：００～１７：１５　事務作業
１７：１５　　　　　　　退庁

仕事のやりがい

受験者へメッセージ

求める人材・人物像

担当業務の
具体例

勤務時間

採用ステップ

令和8年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験 自治体PRシート

安堵町は、奈良盆地の北西部に位置し、四季を通じて趣のある田園風景がひろがります。また、古くから水上
交通の要衝にあり、戦前にはＪＲ法隆寺駅に隣接していた新法隆寺駅から天理駅の間を天理軽便鉄道が行き交
い、さまざまな文化がこの地に歴史を刻んできました。奈良県再設置運動の立役者である今村勤三氏、その息
子であり、結核予防のＢＣＧ接種を確立し医学界に大きな功績を遺した今村荒男氏、近代陶芸の巨匠である富
本憲吉氏など、江戸末期から昭和にかけて多くの偉人も輩出しております。町の将来像に「小さくても キラリ
光る 活力あふれるまち あんど」を掲げ、住民ひとりひとりがいきいきと暮らせるまちづくりを目指します。

私は元々、事務職員としての採用で安堵町役場に入庁しました。そこから、少しずつ積算設計業務や公共工
事、境界確定等の土木業務に携わっていくようになりました。やりがいとしては、「自分が設計した現場が目
に見える形でできあがる」というところが挙げられます。自分が発注した設計業務や工事によって現場が完成
しているところ見たときに、達成感が得られるのは土木技師のやりがいであると思います。

周りとのコミュニケーションをとれる方、率先して自分がしようという心構えのある方

自治体名

連絡先

自治体紹介

１１２人（会計年度任用職員を除く）

技師としての仕事は多岐にわたります。積算設計業務や公共工事発注業務、現場測量業務、また都市計画や住
宅建築に関することなど多くの業務に携わる機会が多いので、それだけ土木事務に関する知識や経験を積み重
ねることができ、自分自身の成長ができる仕事だと思います。
受験者のみなさまと一緒に勤務できることを期待しています！

先輩職員紹介

募集概要

８：３０～１７：１５（休憩１２：００～１３：００）

・土木工事の積算、施工監理
（道路・農業土木・公園　等）
・測量、設計業務委託等の発注
・地籍調査、官民境界確定明示業務
・都市計画、建築に関する事務
・補助金交付申請、完了実績報告等の事務　等

第２次試験（面接試験）　令和８年１１月中旬予定
　↓
最終合格発表　令和８年１２月上旬予定
　↓
意向聴取
　↓
採用者の決定

現場検査の様子

https://www.town.ando.nara.jp/


安堵町

初任給

手当

昇給

賞与

休日休暇

その他福利

研修

配属・異動・昇任

平均勤続年数

有給休暇取得日数

管理職の女性比率 ３０．７％（令和８年４月１日）

１２日（令和７年実績）

１５年（令和８年４月１日）

配属先：事業課
昇　任：主事補級>主事級>主任級>リーダー級>課長補佐級>課長級>部長級

・新規採用職員研修
・その他奈良県市町村職員研修センター主催の研修等に参加

福利・厚生（待遇）

参考情報

年１回

年２回（６月・１２月）

高校卒　２００，３００円　（令和８年４月現在）
大学卒　２３２，０００円　（令和８年４月現在）
※採用前の経歴に応じて加算される場合があります

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当　等

〇原則として土日祝休み（※配属先により異なる）

〇その他休暇
年次有給休暇、病気休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、出産休暇、介護休暇、子の看護休暇　等）

〇出産・育児に関する休暇等の概要
出産休暇：産前６週間、産後８週間に取得可
育児休業：３歳未満の子を養育するために取得可
部分休業：小学校就学前の子を養育するために１日２時間を上限に取得可
子どもの看護休暇：小学校就学前の子の看護のため、年５日（２人以上の場合は１０日）を上限に取得可
配偶者の出産に伴う休暇：出産時の付き添い、入院中の世話、出生の届出等のため２日間取得可
男性の育児参加のための休暇：当該出産の子及び小学校就学前の子の育児のため、妻の産前６週間産後１年の
期間中に５日の範囲内で取得可

〇健康
定期健康診断（年１回）、ストレスチェック（年１回）
人間ドック及び婦人科検診助成制度有り

〇給付・貸付
病気やけが、出産、災害に対する給付制度
生活資金や住宅資金になどの貸付制度

自治体名


